
議案第 ３１ 号 

 

令和２年度多気町一般会計予算 

 

令和２年度多気町の一般会計の予算は次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７,６９２,６３９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間

及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限

度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

５００,０００千円と定める。 

 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

 

 

 

                    令和２年３月 ４日   提  出 

                    令和２年３月 日   議  決 

 

                         多気町長 久保 行男 

 

 

（説明） 

地方自治法第２１１条の規定により本案を提出する。 
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 341,994 242,118  300 40,000 59,576 

 54,947 515  3,500 30,000 20,932 

 406,808 237,664  63,070 80,000 26,074 

 53,538 21,211  1  32,326 

 90,728 60,898  1  29,829 

 948,015 562,406  66,872 150,000 168,737 

 

 

 286,624 8,928  5,172  272,524 

 134,969 63,090    71,879 

 

236,805 38,003    198,802 

 658,398 110,021  5,172  543,205 

 

 

 39,990 775   12,000 27,215 

 29,834 1,390  1,445  26,999 

 18,461 914  69  17,478 

 88,285 3,079  1,514 12,000 71,692 

 1,694,698 675,506  73,558 162,000 783,634 

 


